
いちよし中小型成長株ファンド（愛称：あすなろ）

「昆明・モントリオール2030年目標」の採択を受け、日本政府は次期生物多様性国家戦略を策定中です。生物多様性国家戦

略とは生物多様性の保全及び持続可能な利用に関する国の基本的な計画であり、 2030年のネイチャーポジティブ実

現に向けた5つの基本戦略と、それに沿った「状態目標」と「行動目標」を定める予定です。企業はこれらの戦略、目標を基に、生

物多様性への取組みを進めていくことになります。気候変動対策や脱炭素の推進と並ぶ重要課題であり、今後の日本企業

の対応策に注目です。

COP15では、2030年までに生物多様性の損失を止めて

回復に向かわせる「ネイチャーポジティブ」（右下図）の達成を

目指し、23の具体的な目標が策定されました。中でも注目を

集めているのが、目標3『陸域と海域の少なくとも30%以

上を保全（30by30：サーティ・バイ・サーティ）』と目標15『企

業や金融機関が生物多様性へのリスク、依存、影響を定

期的に評価・開示することを求める』になります。

目標3の「30by30」は、2010年のCOP10で採択され

た愛知目標「陸域17％以上、海域10％以上」という割

合から引き上げられた形です。日本は2022年4月に策

定した『30by30ロードマップ』に基づき、国立公園な

どの保全地域と「OECM※１」と呼ばれる、保全地域以外

で生物多様性保全に資する地域の認定を増やし対象地

域を拡大する方針です。

目標１５は、今年9月に枠組みが完成する「自然関連財務情

報開示タスクフォース（TNFD※２）」とも連動する動きであり、

企業や金融機関は自社のサプライチェーン及びポートフォリ

オを通じた負荷の把握が求められます。その開示情報を基に、

投資家は企業の生物多様性へのリスクを評価し、ＥＳＧ投資へ

反映させることが可能となります。

※ 当ファンドのお申し込みにあたっては、販売会社より投資信託説明書（交付目論見書）をお渡ししますので、必ず内容をご確認のうえ、お客様ご自身で
ご判断下さい。

※ 当資料はいちよしアセットマネジメント株式会社が作成した販売用資料です。また、上記は当レポート発行日時点における「いちよしSDGs中小型株
ファンド」の運用チームの見解であり、現在の見解とは異なることがあります。
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いちよしSDGs通信VOl.3８ 『生物多様性を巡る動向』

■「ネイチャーポジティブ」実現に向けた目標設定

■日本政府の対応

2022年12月にカナダ・モントリオールで開催された生物多様性条約第15回締約国会議（COP15）において採択された

「昆明・モントリオール2030年目標」を受け、生物多様性に対する各国・企業の取組みに注目が集まっています。

今回は、生物多様性を巡る足元の動向についてご紹介致します。

【関連する主なSDGs】

▼「2030年ネイチャーポジティブ」の状態

（出所）環境省『次期生物多様性国家戦略素案』より抜粋

※２ Taskforce on Climate-related Financial Disclosuresの略称で、民間
企業や金融機関が、自然資本及び生物多様性に関するリスクや機
会を適切に評価し開示するための枠組みを構築する国際的な組織。
2019年1月の世界経済フォーラム年次総会（ダボス会議）で着想
され、2021年6月に発足した。

※１ Other Effective area based Conservation Measures
の略称。




